
暮らしの情報

【縦覧制度】
　土地・家屋価格等縦覧帳簿によ
り、自己が所有する土地や家屋の
評価額とほかの土地や家屋の評
価額を確認し、比較することがで
きます。
と�　き　４月１日（金）～５月２
日（月）
※�土・日曜日、祝日を除く開庁時
間内に限ります。
と�ころ　税務課資産税グループ
（本庁１階）
対�象者　市内にある土地または
家屋にかかる固定資産税の納
税義務者
※�土地の所有者は土地、家屋の所
有者は家屋の縦覧に限ります。
縦覧手数料　無料
※�台帳の複写、写真撮影などはで
きません。
縦�覧に必要なもの　運転免許証
などの本人確認ができるもの

【閲覧制度】
　固定資産課税台帳により、自己が
所有する土地や家屋の所在地、評価
額や税額などが閲覧できます。
と　き　通年
※�土・日曜日、祝日を除く開庁時
間内に限ります。
ところ
▷税務課資産税グループ
▷�地域観光課地域サービスグループ
　（関支所１階）
対�象者　納税義務者や借地・借家
人など

※�申請人に係る固定資産に限り
ます。
閲�覧手数料　４月１日（金）～５
月２日（月）は無料
※�この期間以外の閲覧は１件に
つき300円
※複写する場合は１枚につき10円
閲�覧に必要なもの　運転免許証
などの本人確認ができるもの

※�借地・借家人の場合は、借地・借
家に関する契約書など

【税務課からのお知らせ】
　固定資産税・都市計画税の納税
通知書は、４月に発送を予定して
います。納税通知書には、課税明
細書を添付しています。これは、
自己が所有する土地や家屋の所
在地や評価額などを確認しても
らうとともに、課税の誤りを防止
するためのものですので、必ずご
確認ください。

　ストレッチによりリラックス
するとともに、骨盤体操と体幹ト
レーニングにより身体のバラン
スを調整し、ストレスのない体づ
くりを目指します。
と�　き　４月1日～５月27日の
毎週金曜日（４月29日を除く
全８回）
　午前10時～ 11時
と�ころ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
トレーニング室
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参加費　4,800円
※�スポーツ保険料含む（年間保険
に加入の人は4,000円）
持ち物など　動きやすい服装
受付開始日　３月16日（水）
申�込方法　参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お
申し込みください。

と　き　4月11日（月）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室

内�　容　母乳・お母さんの歯の健
康・産後の生活についての話、
参加者同士の交流

対�象者　市内に住所を有する妊
婦とその夫

定　員　５人(先着順)
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
受付開始日　３月24日（木）
申�込方法　長寿健康課健康づく
りグループへ電話または直接
お申し込みください。

※申込時に簡単な問診をします。

と　き　４月20日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内�　容　主に生後５カ月～８カ
月ごろの乳児を対象とした離
乳食の作り方の説明とデモン
ストレーション

対�象者　市内に住所を有する乳
児の保護者、妊婦

定　員　７人（先着順）
参加費　無料
持�ち物　母子健康手帳、エプロ
ン、手ふき用タオル、筆記用具

申�込期間　３月18日（金）～４
月５日（火）

申�込方法　長寿健康課健康づく
りグループへ電話または直接
お申し込みください。

固定資産税縦覧・閲覧制度
税務課資産税グループ

（☎84－5010）

心と身体のストレス軽減・
バランス調整教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

離乳食教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

妊婦教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室
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　電気工事、電気保全、金属加工、溶
接、住宅リフォーム、ＣＡＤ技術等の
技術を身に付けて、再就職を目指すた
めの職業訓練の受講者を募集します。
対�象者　ハローワークへ求職の
申し込みをした就職希望者
※�受講対象者は施設見学会（毎週
木曜日に実施）への参加が必要
受講料　無料
※�職業訓練内容、申込方法など詳し
くは、ポリテクセンター三重へ電

話でお問い合わせください。
※�訓練期間中は、託児サービスが
利用可（無料・事前相談が必要）

受�験資格　次のいずれかに該当する人
▷�平成４年４月２日～平成13年
４月１日生まれの人
▷�平成13年４月２日以降生まれ

で、次に掲げる人
①�大学を卒業した人および令和５
年３月までに卒業見込みの人

②�人事院が上記①に掲げる人と
同等の資格があると認める人

試験日程
▷第１次…６月５日(日)
▷�第２次…７月４日(月) ～ 15日
(金)のうち、いずれか指定する日
申�込期間　３月18日(金)午前９
時～４月４日(月)（受信有効）

申�込方法　インターネットでお申し
込みください(URL�https://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）。
※�インターネットで申し込みがで
きない環境にある場合は、名古
屋国税局人事第二課試験係へ電
話でお問い合わせください。

暮らしの情報 本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

募　集

共生共生考えてみよう！考えてみよう！ 人権 国際化男女共同参画
文化スポーツ課 
文化共生グループ（☎96－1223）

「男は〇〇、女は〇〇」そんな思い込みはありませんか？
　「男女共同参画社会」、この言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか？
　「男女共同参画社会基本法」では、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分
野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す
ることができ、かつ、共に責任を担うべき社会」とされています。
　本市が令和２年度に行った調査（下図参照）では、性別によってさまざまな役割を決められる場面が多く見られました。この
ような考え方は、「固定的性別役割分担意識」と呼ばれ、男女共同参画社会を実現する上で、大きな障害の一つとされています。
　「男性だから」、「女性だから」ではなく、性別に関わらず誰もが「自分らしく」生きることができる社会を目指し
て、身近な男女共同参画について考えてみましょう。

国税専門官の募集
（大学卒業程度）

名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511）

技術を身に付けて目指せ早期就職！
職業訓練受講者の募集
（６カ月～７カ月訓練）

ポリテクセンター三重
（☎059－320－2645）

Ｑ．次の家庭生活について、パートナーの間でどのように行っていますか？

男性
女性

男性
女性

男性
女性

（�亀山市の男女共同参画に関する市民
アンケート調査：令和２年度）

＜食事の支度＞

＜洗濯＞

＜生活費の確保＞
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開�催期間　令和４年４月～令和５年２月（６月、９月、
12月の議会開催月を除く）で、平日の午後９時まで

※開催時間は１団体につき１時間30分以内
申�込対象者　市内に在住または在勤する人で、５人
以上で構成される団体やグループなど
※�１団体につき開催期間内に１回の開催とします。
申�込方法　開催を希望する日の20日前までに、申込
書に必要事項を記入の上、政策課広報秘書グルー
プへお申し込みください。
開催の決定・変更

▽ �開催の決定は、申込書の受付後10日以内に申込者へ
開催決定通知書を送付して通知します。

▽ �開催決定後であっても、やむを得ない事態等が発
生したときは、日程変更などを相談させていただ
く場合があります。
開�催場所　会場の確保、参加者への周知などは、申込
者で行ってください。原則として、市内の会場での
開催をお願いします。

申�込書　申込書は、広報秘書グループ（本庁２階）、関
支所、あいあい、加太出張所、市民協働センター「み
らい」、各地区コミュニティセンター、関文化交流
センター、関町北部ふれあい交流センター、鈴鹿馬
子唄会館にあります（市ホームページからもダウ
ンロード可）。
その他申込要件等

▽当日の司会進行は、申込者でお願いします。

▽ �ご希望のテーマについて対談するとともに、情報
の共有や相互理解を深め、「協働」によるまちづく
りの推進を目的にしていますので、苦情などをお
聴きする場でないことをご理解願います。

▽ �参加者を特定し、次の項目などの新型コロナウイ
ルス等感染症の感染防止対策を図ってください。
３つの密（密閉・密集・密接）を避ける、人と人との
距離を確保する、アルコール消毒液を設置する、マ
スク着用を呼び掛ける、発熱や咳等の症状がある
人には参加自粛の協力要請をする。

キラリ   まちづくりトーク（市民編）
　「キラリまちづくりトーク（市民編）」では、市長が

市民グループや企業などの

集まりに出向き、ご希望のテーマについて対談を行います。、め深を解理互相や有共の報情、てじ通を話対のとんさ皆　
「協働」によるまちづくりを推進することを目的にしています。

住みよいまちづくりに向けて、市長と語り合いませんか？

問合先 政策課広報秘書グループ（☎84－5022）

暮らしの情報

　憲法改正が国会でも議題に
なっています。憲法改正は、私た
ち一人ひとりが国民投票により
最終的な意思決定を行います。
　改正した方が良いと議論され
ている条文を今の憲法と比較し
ながら考えてみませんか？
と　き　３月26日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

憲法カフェ
「どっちの憲法条文がいい？
考えてみよう憲法改正」

ところ　市民協働センター「みらい」
　　　　多目的ホール
参加費　100円（資料代として）
※事前の申し込みは不要
問合先　亀山九条の会
　（川辺　☎090－8954－1526）

　暮らしにアロマを取り入れ
て、コロナ禍の日々も、100％天
然の植物の香りを用いて心地よ
く元気に過ごしませんか？
　感染予防アロマミストやマ
スクスプレー、免疫アップマッ
サージオイルなど、理論をお伝
えしながら季節に合わせたアロ
マクラフトを作ります。

アロマサークル参加者募集

と　き　４月からの毎月第２木曜日
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　青少年研修センター
※�材料費など詳しくは、お問い
合わせください。

申込・問合先
　アロマサークル亀山
　（宮口　☎090－8866－1517）
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